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F25C 氷の製造，作業または取扱い［２］ 

注 

このサブクラスにおいては，下記の用語は以下に示す意味で用

いる： 

―“氷”はあらゆる凍結した液体を意味し，また凍結した半液

体状またはペースト状の物質をも含む。［２］ 

1/00 氷の製造（Ｆ２５Ｃ３／００が優先） 

1/02 ・天然氷の製造，すなわち冷凍によらない

もの 

1/04 ・固定製氷型の使用によるもの［２０１８．

０１］ 

1/045 ・・下向きの開放端をもつもの［２０１８．

０１］ 

1/06 ・・両端が開放または開放可能なもの 

1/08 ・水中に浸けた製氷型または板によるもの 

1/10 ・回転または他の運動が可能な製氷型の使

用によるもの（Ｆ２５Ｃ１／０８が優先） 

1/12 ・製氷板上の水の凍結によるもの，例．板

状の氷を形成するもの 

1/14 ・・削り取られるかまたは楔で割り取られ

る薄氷を形成するもの，例．フレーク氷

を形成するもの［２０１８．０１］ 

1/142 ・・・冷却体の外壁からのもの［２０１８．

０１］ 

1/145 ・・・冷却体の内壁からのもの［２０１８．

０１］ 

1/147 ・・・・オーガーの使用によるもの［２０

１８．０１］ 

1/16 ・真空中における水の部分的蒸発によるも

の 

1/18 ・特定の透明さまたは半透明さを意図した

氷の製造，例．空気注入によるもの 

1/20 ・・攪拌によるもの 

1/22 ・製氷型の構造；製氷型への注水装置［２

０１８．０１］ 

1/24 ・・冷蔵庫のためのもの，例．製氷皿［２

０１８．０１］ 

1/243 ・・・プラスチック製製氷型，例．シリコ

ン製［２０１８．０１］ 

1/246 ・・・分離した格子構造を備えた製氷型［２

０１８．０１］ 

1/25 ・・製氷型への注水装置［２０１８．０１］ 

3/00 ウィンタースポーツまたは類似のレクリエ

ーションのための氷または雪の製造に特に

適合する方法または装置，例．スポーツ施

設のためのもの；人工雪の製造 

3/02 ・アイスリンク用 

3/04 ・そりまたはスキーの小道用；人工雪の製

造 

5/00 氷の作業，取り扱い（Ｆ２５Ｃ３／００が

優先）［２０１８．０１］ 

5/02 ・氷の細分化，除氷または氷の収集のため

の装置 

5/04 ・・鋸を使用しないもの 

5/06 ・・・氷の接している容器の変形によるも

の，例．ふくらむ材料によりなる容器に

よるもの 

5/08 ・・・氷の接している容器の加熱によるも

の 

5/10 ・・・・高温の冷媒を使用するもの；高温

の冷媒で加熱された流体を使用するもの 

5/12 ・・・氷削り機 

5/14 ・氷の小塊の形成または仕上げをするため

の装置，例．アイスプレス 

5/18 ・氷の貯蔵［２０１８．０１］ 

5/182 ・・そのための氷容器［２０１８．０１］ 

5/185 ・・・製氷皿を備えるもの［２０１８．０

１］ 

5/187 ・・・氷レベル感知手段を備えるもの［２

０１８．０１］ 

5/20 ・氷の分配［２０１８．０１］ 

 


